
 

 

○
環
境
省
告
示
第
二
十
一
号 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
環
境
省
関
係
告
示
の
整
備
に

関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

環
境
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
環
境
省
関
係
告
示
の
整

備
に
関
す
る
告
示 

（
家
庭
動
物
等
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

家
庭
動
物
等
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
四
年
五
月
環
境
省
告
示
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

１ 



 

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

（
展
示
動
物
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

展
示
動
物
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
六
年
四
月
環
境
省
告
示
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
 
前

 

第
３

 
共
通
基
準

 
 

１
～
７

 
（
略
）

 

 
８

 
危
害
防
止

 

 
 
所
有
者
等
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
8
年

法
律
第

1
0
5
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

2
5
条
の
２
に
規
定
す
る

特
定
動
物
そ
の
他
の
大
き
さ
、
闘
争
本
能
等
に
か
ん
が
み
人
に
危
害
を
加

え
る
お
そ
れ
の
あ
る
動
物
（
以
下
「
人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る

家
庭
動
物
等
」
と
い
う
。
）
を
飼
養
及
び
保
管
す
る
場
合
に
は
、
次
の
事

項
に
留
意
し
、
逸

走
の
防

止
等
、
人
身
事
故

の
防
止

に
万
全
を
期
す

こ

と
。

 

 
 
⑴
～
⑺

 
（
略
）

 

 
９

 
（
略
）

 

第
３

 
共
通
基
準

 

 
１
～
７

 
（
略
）

 

 
８

 
危
害
防
止

 

 
 
所
有
者
等
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
8
年

法
律
第

1
0
5
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

2
6
条
第
１
項
に
規
定
す

る
特
定
動
物
そ
の
他
の
大
き
さ
、
闘
争
本
能
等
に
か
ん
が
み
人
に
危
害
を

加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
動
物
（
以
下
「
人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ

る
家
庭
動
物
等
」
と
い
う
。
）
を
飼
養
及
び
保
管
す
る
場
合
に
は
、
次
の

事
項
に
留
意
し
、
逸
走
の
防
止
等
、
人
身
事
故
の
防
止
に
万
全
を
期
す
こ

と
。

 

 
 
⑴
～
⑺

 
（
略
）

 

 
９

 
（
略
）

 

２ 

 



  

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
 
前

 

第
３

 
共
通
基
準

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
危
害
等
の
防
止

 

 
 
⑴
・
⑵

 
（
略
）

 

 
 
⑶

 
逸
走
時
対
策

 

ア
 
管
理
者
及
び
飼
養
保
管
者
は
、
法
第

2
5
条
の
２
に
規
定
す

る
特
定
動
物
そ
の
他
の
大
き
さ
、
闘
争
本
能
等
に
か
ん
が
み
人

に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
高
い
動
物
（
以
下
「
人
に
危
害
を

加
え
る
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
展
示
動
物
」
と
い
う
。
）
が
逸
走

し
た
場
合
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
体
制
、
捕
獲
又
は
捕
殺
す
る

第
３

 
共
通
基
準

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
危
害
等
の
防
止

 

 
 
⑴
・
⑵

 
（
略
）

 

 
 
⑶

 
逸
走
時
対
策

 

ア
 
管
理
者
及
び
飼
養
保
管
者
は
、
法
第

2
6
条
第
１
項
に
規
定

す
る
特
定
動
物
そ
の
他
の
大
き
さ
、
闘
争
本
能
等
に
か
ん
が
み

人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
高
い
動
物
（
以
下
「
人
に
危
害

を
加
え
る
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
展
示
動
物
」
と
い
う
。
）
が
逸

走
し
た
場
合
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
体
制
、
捕
獲
又
は
捕
殺
す

３ 

 



  

（
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

第
一
種
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
（
平
成
十
八
年
一
月
環
境
省
告
示
第

二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

た
め
の
措
置
等
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
、
逸
走
時
の
人
へ

の
危
害
及
び
環
境
保
全
上
の
問
題
等
の
発
生
の
防
止
に
努
め
る

こ
と
。

 

イ
 
（
略
）

 

 
 
⑷

 
（
略
）

 

 
４
～
７

 
（
略
）

 

る
た
め
の
措
置
等
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
、
逸
走
時
の
人

へ
の
危
害
及
び
環
境
保
全
上
の
問
題
等
の
発
生
の
防
止
に
努
め

る
こ
と
。

 

イ
 
（
略
）

 

 
 
⑷

 
（
略
）

 

 
４
～
７

 
（
略
）

 
 

 

４ 

 



  

（
動
物
が
自
己
の
所
有
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

動
物
が
自
己
の
所
有
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
（
平
成
十
八
年
一

月
環
境
省
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 
 

前 

 
（
そ
の
他
の
遵
守
す
べ
き
基
準
） 

第
六
条 
（
略
） 

 

一
～
三 
（
略
） 

 

四 

動
物
の
仕
入
れ
、
販
売
、
競
り
等
の
動
物
の
取
引
状
況
（
販
売
先
に

係
る
情
報
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳
を
調
製
し
、
こ
れ
を

五
年
間
保
管
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
動
物
販
売
業
者
等
が
、
法
第
二
十

一
条
の
五
第
一
項
に
基
づ
き
動
物
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え
付
け
て
い
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

五 

（
略
） 

 

（
そ
の
他
の
遵
守
す
べ
き
基
準
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

動
物
の
仕
入
れ
、
販
売
、
競
り
等
の
動
物
の
取
引
状
況
（
販
売
先
に

係
る
情
報
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳
を
調
製
し
、
こ
れ
を

五
年
間
保
管
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
犬
猫
等
販
売
業
者
が
、
法
第
二
十

二
条
の
六
第
一
項
に
基
づ
き
犬
猫
等
の
個
体
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え
付

け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

五 

（
略
） 

 

５ 

 



  

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

（
犬
及
び
猫
の
引
取
り
並
び
に
負
傷
動
物
等
の
収
容
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

犬
及
び
猫
の
引
取
り
並
び
に
負
傷
動
物
等
の
収
容
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
（
平
成
十
八
年
一
月
環
境
省
告

示
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
 
前

 

第
２

 
定
義

 

 
 
こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
⑴

 
（
略
）

 

 
⑵

 
家
庭
動
物
等

 
愛
が
ん
動
物
又
は
伴
侶
動
物
（
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
ア
ニ

マ
ル
）
と
し
て
家
庭
等
で
飼
養
又
は
保
管
を
さ
れ
て
い
る
動
物
並
び
に

情
操
の
か
ん
養
及
び
生
態
観
察
の
た
め
飼
養
又
は
保
管
を
さ
れ
て
い
る

動
物
で
あ
っ
て
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条

の
二
に
規
定
す
る
特
定
動
物
（
以
下
単
に
「
特
定
動
物
」
と
い
う
。
）

以
外
の
も
の
を
い
う
。

 

 
⑶
・
⑷

 
（
略
）

 

第
２

 
定
義

 

 
 
こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
⑴

 
（
略
）

 

 
⑵

 
家
庭
動
物
等

 
愛
が
ん
動
物
又
は
伴
侶
動
物
（
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
ア
ニ

マ
ル
）
と

し
て
家

庭
等
で

飼
養
又
は

保
管
を

さ
れ
て

い
る
動
物

並
び

に
情
操
の

か
ん
養

及
び
生

態
観
察
の

た
め
飼

養
又
は

保
管
を
さ

れ
て

い
る
動
物

で
あ
っ

て
、
動

物
の
愛
護

及
び
管

理
に
関

す
る
法
律

第
二

十
六
条
第

一
項
に

規
定
す

る
特
定
動

物
（
以

下
単
に

「
特
定
動

物
」

と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。

 

 
⑶
・
⑷

 
（
略
）

 

第
３
～
第
８

 
（
略
）

 

 

第
３
～
第
８

 
（
略
）

 

６ 

 



  

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
 
前

 

動
物
の
愛
護
及
び

管
理
に

関
す
る
法
律
（
以

下
「
法

」
と
い
う
。
）

第

3
5
条
第
１
項
本
文
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
犬
又
は
猫
の
引
取
り
並
び

に
法
第

3
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
犬

、
猫
等
の
動
物
及
び
動
物
の
死
体
の
収
容
に
関
す
る
措
置
は
、
次
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

 

第
１

 
犬
及
び
猫
の
引
取
り

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
都
道
府
県
知
事
等
は
、
所
有
者
の
判
明
し
な
い
犬
又
は
猫
の
引
取
り

を
そ
の
拾
得
者
そ
の
他
の
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
周
辺
の
生
活

環
境
が
損
な
わ
れ
る
事
態
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
又
は
動
物
の
健
康
や
安
全
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
引
取
り
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
事
態
が
生
ず
る
お
そ

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
引
取
り
を
求
め
る
相
当
の
事
由
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

動
物
の
愛
護
及
び

管
理
に

関
す
る
法
律
（
以

下
「
法

」
と
い
う
。
）

第

3
5
条
第
１
項
本
文
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
犬
又
は
猫
の
引
取
り
並
び

に
法
第

3
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
犬

、
猫
等
の
動
物
及
び
動
物
の
死
体
の
収
容
に
関
す
る
措
置
は
、
次
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

 

第
１

 
犬
及
び
猫
の
引
取
り

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

（
新
規
）

 

      

７ 

 



  

 
４

 
（
略
）

 

 
５

 
都
道
府
県
知
事
等
は
、
法
第

3
5
条
第
１
項
本
文
又
は
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
引
き
取
っ
た
犬
又
は
猫
に
つ
い
て
、
引
取
り
又
は
拾
得
の
日

時
及
び
場
所
、
引
取
り
事
由
並
び
に
特
徴
（
種
類
、
大
き
さ
、
毛
色
、

毛
の
長
短
、
性
別
、
推
定
年
月
齢
、
装
着
し
て
い
る
首
輪
等
の
識
別
器

具
の
種
類
及
び
そ
れ
に
付
さ
れ
て
い
る
情
報
等
）
を
台
帳
に
記
入
す
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
が
判
明
し
て
い
な
い
と
き
は
、

所
有
者
が
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
し
て
対
応
す
る
こ
と

と
し
、
都
道
府
県
知
事
等
は
、
拾
得
場
所
を
管
轄
す
る
市
町
村
の
長
に

対
し
、
当
該
台
帳
に
記
入
し
た
事
項
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
狂
犬
病

予
防
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
4

7
号
）
第
６
条
第
８
項
の
規
定
に
準

ず
る
措
置
を
採
る
よ
う
協
力
を
求
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
明
ら
か
に
所
有
者
が
い
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 
６
・
７

 
（
略
）

 

第
２

 
負
傷
動
物
等
の
収
容

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
第
１
の
４
か
ら
７
ま
で
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が
負
傷
動
物

等
を
収
容
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

第
３
・
第
４

 
（
略
）

 

第
５

 
死
体
の
処
理

 

動
物
の
死
体
は
、
専
用
の
処
理
施
設
を
設
け
て
い
る
場
合
に
は
当
該
施
設

に
お
い
て
処
理
し
、
専
用
の
処
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
5
年
法
律
第

1
3

7
号
）
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 

 

３
 
（
略
）

 

４
 
都
道
府
県
知
事
等
は
、
法
第

3
5
条
第
１
項
本
文
又
は
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
引
き
取
っ
た
犬
又
は
猫
に
つ
い
て
、
引
取
り
又
は
拾
得
の
日

時
及
び
場
所
、
引
取
り
事
由
並
び
に
特
徴
（
種
類
、
大
き
さ
、
毛
色
、

毛
の
長
短
、
性
別
、
推
定
年
月
齢
、
装
着
し
て
い
る
首
輪
等
の
識
別
器

具
の
種
類
及
び
そ
れ
に
付
さ
れ
て
い
る
情
報
等
）
を
台
帳
に
記
入
す
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
が
判
明
し
て
い
な
い
と
き
は
、

都
道
府
県
知
事
等
は
、
拾
得
場
所
を
管
轄
す
る
市
町
村
の
長
に
対
し
、

当
該
台
帳
に
記
入
し
た
事
項
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
狂
犬
病
予
防
法

（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
4

7
号
）
第
６
条
第
８
項
の
規
定
に
準
ず
る
措

置
を
採
る
よ
う
協
力
を
求
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
に
別
段
の

定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
明
ら
か
に
所
有
者
が
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

５
・
６

 
（
略
）

 

第
２

 
負
傷
動
物
等
の
収
容

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
第
１
の
３
か
ら
６
ま
で
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が
負
傷
動
物

等
を
収
容
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

第
３
・
第
４

 
（
略
）

 

第
５

 
死
体
の
処
理

 

動
物
の
死
体
は
、
専
用
の
処
理
施
設
を
設
け
て
い
る
場
合
に
は
当
該
施
設

に
お
い
て
、
専
用
の
処
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
5
年
法
律
第

1
3

7
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
化
製
そ
の
他
の
経
済
的
利
用

に
供
し
よ
う
と
す
る
者
へ
払
い
下
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

８ 

 



  

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

第
二
種
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
（
平
成
二
十
五
年
四
月
環
境
省
告
示

第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

第
６

 
報
告

 

都
道
府
県
知
事
等
は
、
犬
若
し
く
は
猫
の
引
取
り
又
は
負
傷
動
物
の
収
容

、
こ
れ
ら
の
処
分
及
び
収
容
中
の
死
亡
の
状
況
を
、
別
記
様
式
に
よ
り
、
環

境
省
自
然
環
境
局
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

 

第
６

 
報
告

 

都
道
府
県
知
事
等
は
、
犬
若
し
く
は
猫
の
引
取
り
又
は
負
傷
動
物
の
収
容

及
び
処
分
の
状
況
を
、
別
記
様
式
に
よ
り
、
環
境
省
自
然
環
境
局
長
に
報
告

す
る
こ
と
。

 

 
 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 
 

前 

（
動
物
の
管
理
） 

（
動
物
の
管
理
） 

９ 

 



  

附 

則 
 

こ
の
告
示
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

第
五
条 

動
物
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

第
五
条 

動
物
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

一
～
六 

（
略
） 

七 
そ
の
他
動
物
の
管
理
は
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

イ
～
ニ 
（
略
） 

ホ 

動
物
の
譲
受
け
、
譲
渡
し
、
繁
殖
、
死
亡
等
の
取
り
扱
う
動
物
の

増
減
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳
を
調
整
し
、
こ
れ
を
五
年
間

保
管
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
犬
猫
等
の
譲
渡
し
を
業
と
し
て
行
う
第

二
種
動
物
取
扱
業
者
が
、
法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
に
基
づ
き
犬
猫
等
の
個
体
に

関
す
る
帳
簿
を
備
え
付
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
～
六 

（
略
） 

七 

そ
の
他
動
物
の
管
理
は
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

イ
～
ニ 

（
略
） 

ホ 

動
物
の
譲
受
け
、
譲
渡
し
、
繁
殖
、
死
亡
等
の
取
り
扱
う
動
物
の

増
減
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳
を
調
整
し
、
こ
れ
を
五
年
間

保
管
す
る
こ
と
。 
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